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「杜会主義経済と国家」にかんする覚書（中の１）

「経済的 メカニ ズム」論とのかかわりで

芦　田　文　夫

はじめに
「生産の杜会化」論と国家

「経済的 メカニ ズム」論と国家（以上，第３１巻第４号）

ｒ経済的利害」と国家（本号）

「経済的 メカニ ズム」の構造（以下，続号）

ｒ計画化」機能と国家

ｒ経済的指導」機能と国家

ｒ個人的利害（労働と消費）」と国家

杜会主義国家のｒ普遍性」の乖離

４　「経済的利害」と国家

　〔１〕　「経済的欲求」一「経済的利害」の内容

　「経済的 メヵニ ズム」と国家との相互関係をあきらかにするためには，それ

にさきだ って ，　「経済的利害（ＨＨＴｅｐｅｑ　Ｉｎｔｅｒｅｓｓｅ）」と国家との相互関係の間題

を検討しておかなげれぼならたいように思われる 。というのは，「経済的利害」

の具体的な実現のメカニ ズム，杜会的生産におげるその組織のありかたが「経

済的メカニ ズム」にはかならない，と考えられるからである 。つづいて５章で

整理するように，国家との相互関係という視点でみたぱあい，　「経済的 メヵニ

ズム」は，杜会全体あるいは国家の次元におげる「普遍的利害」の実現にかか

わる　「計画化」機能，集団（階級，階層，あるいは企業，地域）の次元における

ｒ特殊的利害」の実現にかかわる　ｒ経済的指導」機能，個人の次元におげる

　　　　　　　　　　　　　　　　（３３７）
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「個別的利害」の実現にかかわるｒ労働と消費に対する揚制」機能からなる構

造をもち，かつそれら全体をつうじて「経済的利害」がその発展の推進力をな

す。 「経済的利害」は，「経済的 メヵニ ズム」にとっ ての出発的な，そして中心

的な範曉である ，といえよう 。

　「利害」という概念をめぐっ ては，周知のように，近年，たんに経済学の領

域だけにとどまらず，哲学，政治学，杜会学，あるいは心理学とい ったさまざ

まな領域においても精力的な研究がおこなわれつつある 。だが，本稿は，この

概念そのものの本質論的次元でのほりさげを直接の課題とするものではなく ，

それが国家との相互関係でおりなす構造的側面と機能的側面のほうから照射を

あたえてみようとするものである 。したが って，ここでは，　ｒ経済的利害」に

ついてわたくしがかつて検討を加えたところを，その構造的展開と機能的展開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
に必要なかぎりで整理したおしておくだげにとどめたい 。

　さしあたり ，この問題にもっとも早くからとりくんできたクロソロードにし

たが って，「経済的利害」を「個人，集団，階層，階級，杜会全体にとっ ての

経済的欲求を充足する客観的必然性の移態」である，と定義しておくことにし
　２） 　　　　 、　　　　　 、　　　　　　　 、．

３）

よう 。つまり ，　「経済的利害」は，「経済的欲求（ｎ０Ｔｐｅ６Ｈ０ｃＴｂ，Ｂｅｄｕｒｆｎ１ｓｓｅ）」

にたいしてはそれを杜会的諸関係のなかで充足し実現していくというい っそう

具体的な次元に属する範曉なのである 。ということになれは，　ｒ経済的欲求」

という範晴がさかのぼって問われたけれはならたくなるが，そのい っそうの展

開にとっ てさしあたり必要と考えられるのは，ひとつは，内容にかかわ っての

消費的欲求と生産的欲求との区別の間題であり ，もうひとつは，それが客観的

な範晴か主観的な範晴かということにかかわ ってのそれをめぐる客体と主体と

の相互関係の問題であろう 。

　はじめに，第一の問題。「経済的欲求」についての論議のなかで，それには

たんに一杜会の成員の物質的 ・文化的欲求を充足するといういわゆる消費的な欲

求だげではたく ，生産手段と労働力の最大限に効率的な生産的消費によっ て生

産諸条件を緯持 ・改善しもっとも効率的に杜会的生産物を生産する ，あるいは

そのたかで労働能力の自由狂全面的な発達をはかる，とい ったいわゆる生産的

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３３８）
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な欲求も当然ふくまれろべきであることが指摘されていた。この消費的な欲求

と生産的な欲求との区別の間題は，よりふかくは経済的欲求と労働 ・生産との

弁証法的な相互関係のなかでほりさげていくことができるであろう 。すなわち ，

人問は，欲求を充足するために労働 ・生産をおこなう 。「われわれはあらゆる

人間的存在の，したが ってまたあらゆる歴史の，第一の前提，すなわち人問た

ちは『歴史をつくり』うるために生きることができねぱたらたいという前提を

確認することから始めねぱならたい。ところで，生きるためにはたにはさてお

き飲食，住，衣その他，若干のことがなくてはかなわない。したが って最初の

歴史的行為はこれらの欲求Ｂｅｄｕｒｆｎ１ｓｓｅの充足のための諸手段の産出，物質

的生活そのものの生産であり ，しかもこれは，今日もたお何千年前と同じよう

に人間たちをただ生かせておくだけのために目々刻六 ，果たされねぱならぬ一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
つの歴史的行為であり ，あらゆる歴史の一つの根本条件である」。労働 ・生産

こそは，人問を人問たらしめる １もっとも本質的た基礎的た活動たのである 。そ

して，あらゆる人問的存在の，したが ってまたあらゆる歴史の，第二の前提は ，

「充たされた第一の欲求そのもの，充足の行動およびすでに獲得された充足の

ための用具が新しい諸欲求を生みだすということであ って，　　そして新しい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
諸欲求のこの産出は最初の歴史的行為である」。つまり ，人問は，労働 ・生産

という活動を基礎にして欲求そのものを発展させていくのである 。生物学的な

諸欲求だげでたく心理学的た，杜会的 ＝政治的た，精神的な諸欲求をも，物質

的生活の諸欲求だけでなく精神的な諸欲求をも生みだし発展させ，ｒ杜会自体

から生まれる新しい欲求の発見，創造，充足」をもたらし，　「たえず拡大し豊

　　　　　　　　　　　　６）
かにな っていく欲求の体系」をもたらしていく 。

　ところで，その労働とは，ｒまず第一に人問と自然とのあいだの一過程であ

る。 この過程で人問は自分と白然との物質代謝を自分自身の行為によって媒介

し， 撮制し，制御するのである」。このさい，「人問は，自然素材にたいして彼

自身一つの自然力として相対する」。そして，「人間は，この運動によっ て自分

の外の自然に働きかげてそれを変化させ，そうすることによっ て同時に自分自

身の自然〔天性〕を変化させる 。彼は，彼自身のうちに眠っている潜勢力を発

　　　　　　　　　　　　　　　　（３３９）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
現させ，その諾力の営みを彼自身の統御に従わせる」。つまり ，労働の過程で ，

人問は，外なる自然を変化させるとともに，内たる自然をも変化させ，彼自身

のうちに眠っている諾力を自然生的なものから杜会的なものへと発展させ，究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
局的にはｒ彼自身の肉体的およひ精神的諸力の自由な営み」，「彼らの肉体的お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）　　　　　　　　　　　　　１０）
よぴ精神的素質が完全に自由に伸はされ発揮される」，「個人の全面的な発展」

，

　　　　　　　　１１）
「各人の自由な発展」がめざされるのである 。

　この労働過程においては，　「労働者は，自然的なものの形態変化をひき起こ

すだげではない。彼は，自然的なもののうちに，同時に彼の目的を実現するの

である 。その目的は，彼が知っているものであり ，法則として彼の行動の仕方

を規定するものであ って，彼は自分の意志をこれに従わせなけれぱたらないの
　　ユ２）

である」。　
トゥガリノフは，人問が諸「欲求」や諸ｒ利害」を充足させようと

いう「目的」をもっ て， 外部世界の諸客体に白分の注意をむげることによっ て

それらの諾性質をｒ認識」し，またこれにもとづいてｒ評価」＝利害にもとづ

く選択をおこない，そして「実践」の試練にかげられ，潜在的な可能的な諸価

値が現実的な直接的な実在的な諸価値に転化する ，という「欲求一利害一目

的」のトリアーデと「認識一評価一実践」のトリアー デとの二つの相互関係を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
基礎において，マノレクス主義的価値論を展開しようとした。そして，この目的

の意識的な実現，そのための自然と人問とのあいだの物質代謝過程の制御，お

よび人間自身の内なる諾力の統御，ここに自由の概念がうまれるのである 。周

知のように，マノレクスは，それを２つの領域の次元にわけて考察をくわえた 。

ひとつは，「窮乏や外的な合目的性に迫られて労働する」というｒ必然性の国」

においては，欲求が拡大され，またこの欲求を充足する生産力も拡大されるが ，

「自由はこの領域のなかではただ次のことにありうるだげである 。すなわぢ ，

杜会化された人問，結合された生産者たちが，盲目的な力によっ て支配される

ように自分たちと自然との物質代謝によっ て支配されることをやめて，この物

質代謝を合理的に規制し自分たちの共同的統制のもとに置くということ １つま

り， 力の最小の消費によっ て， 自分たちの人問性に最もふさわしく最も適合し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ４）
た条件のもとでこの物質代謝を行なうということ」である。もうひとつは ・

　　　　　　　　　　　　　　　　（３４０）



　　　　　　　「杜会主義経済と国家」にかんする覚え書（中の１）（芦田）　　　　　　２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
「労働そのものが第一の生命欲求とたる」というｒ真の自由の国」においては ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
「自己目的として認められる人問の力の発展」がおこなわれるようになる ，あ

るいは，「労働者が労働を彼自身の肉体的およぴ精神的諾力の自由な営みとし
　　　　１７）
て享楽する」ようになり ，ここに至高の自由が実現するのである 。

　以上のように，欲求一利害の内容的な展開は，欲求と労働 ・生産との弁証法

的な相互関係のたかで，第１には，欲求そのものの杜会自体から生まれるたえ

ず拡大し豊かにた っていく欲求への発展において，第２には，労働 ・生産にお

げる人問的諸力のより自由な全面的な発達において，そして，それらを総括的

に第３には，目的の意識的実現，意識的な制御の実現，自由の実現において ，

これをたどっ ていくことができると考えられるのである 。また，欲求と労働 ・

生産との弁証法的関係は，しぼしぼ，経済学的には消費と生産との相互関係に
　　　　　　　　　　　　　　　　ユ８）
おいて現象する ，としてあつかわれる 。このことは，　「経済的欲求」一「経済的

利害」の範曉を，生産過程一分配過程一交換過程一消費過程という生産関係の

体系全体にそくして，具体的にたどっ ていかなければならたいことを示唆して

いるといえよう 。

　つぎに，第二の間題。それは，欲求あるいは利害の客観的な基礎とその主観

的な意識におげる反映の間題であり ，それをめぐる主体と客体とのあいだの相

互転換の弁証法的過程のなかであらわれる 。それは，ふつう ，つぎのようない

くつかの階梯にわげて考察されうる 。１つは，欲求あるいは利害が物質的基礎

をもっ ているということであり ，人問カミ意識しようとしまいと客観的に実在し

ている欠乏 ・不足を充屋する必要性である 。それは，主体の側にありたがら ，

主観的意識には依存しない，独立たものである 。２つは，その客観的実在的欲

求が主観的意識のうえに反映したものであり ，ここにおいて主観的に意識され

た欲求とたり ，労働の目的意識性がうまれる 。それは，客体　　主体の運動方

向を特徴つげるもの，とい ってよいであろう 。３つは，主体　　客体の運動方

向を特徴づげるものであ って，欲求，目的が対象へさしむげられ，労働という

実践的活動によっ て， 人問が主体として物質的対象に自己を対象化する 。この

主体の客体化によっ て， 物質的対象ははじめて客体となり ，この関係のたかで

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４１）
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主体と客体は相互に条件づげあい排除しあい，矛盾関係のたえざる定立と解決

のたかで両者の発展がおこたわれていくのである 。

　このような主体と客体とのあいだの弁証法的過程のたかで，欲求あるいは利

害の範騎がとのように位置つけられ，それらが客観的な性格をもつものなのか

主観的な性格をもつもの１なのかについては，見解の違いが残されているようで

ある 。例えぱ，藤野渉氏は，主体の側に属しながらまだ意識的とたるにいたら

ない客観的に実在するｒＢｅｄｕｒｆｎ１ｓ（要求）」と主観的に意識されたｒＶｅｒ１ａｎ 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ユミ）

ｇｅｎ，Ｂｅｇｉｅｒｄｅ（欲望）」とを厳格に区別されるが，高田純氏は，「欲求」の客

観的性格は認めつつも ，現実にはこのように両者を完全に区分することは困難
　　　　　　　２０）
であろうとされる 。藤田勇氏は，物質的生産を基礎としておこなわれる精神的

生産のブ ロセスについてふれながら，　「（イ）人間の存在，なによりもまず物質的

生活のための必要という客観的モメソトに観定されつつ，（口）この必要の充足へ

の欲求（必要，欠乏の主観的意識化）を基礎とし，のそれに衝迫されつつおこた

う対象的世界への実践的な働きかげのプ ロセスで，ｅ対象的世界の反映として

おこなわれるのであるが，そのさい，この主体の客体への実践的な働きかげは ，

鮒それ自体主 ・客の関係の反映であるところの利害関心をもっ てする行為にほ

かならず，したが って，対象的世界の反映もこのような関心のプリスムをとお

しての反映にはかたらない。（へ）そして ，このようたプ ロセスでおこなわれる精

神的生産の所産は，人問の対象的 ・実践的活動を新たに媒介し，それを動機づ
・　 …　 、・ 　・… 　２１）

げ， 方向つげ，制御する」，とされる 。つまり ，そこでは，客観的モメソトと

しての「必要」と対比して，「欲求」あるいは「利害」は主観的意識化の範曉

とされているようである 。いずれにしても，しかしたがら，欲求あるいは利害

の概念の展開を，このように意識一物質の相互関係と区別された主体一客体の

相互関係のなかでおこな っていこう ，とするこころみが１９６０年代頃より　般的

にみられるようにたるのである 。このことは，「経済的欲求」一「経済的利害」

の範晴を，個人一集団（階級，階層，あるいは企業，地域）一杜会全体あるいは国

家という経済的主体の相互関係全体にそくして，具体的にたどっ ていかなげれ

ぱならないことを示唆しているといえよう 。事実，「経済的利害」論をめくる

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４２）
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論議のなかでは，それが「杜会（国家）一集団一個人」の三階梯と結びつげら

れ， それらの問での「経済的利害」の一致と対立，相互関係を検討していこう

とするアプ ローチをひろくみうげるのである 。

　〔２〕　「経済的利害」のヒエラルヒー的構造

　このように，「経済的欲求」一「経済的利害」の具体的な実現を，一方では ，

欲求と労働 ・生産との弁証法的関係を内容としつつ，生産過程一分配過程一交

換過程一消費過程という生産関係の体系全体にそくして，他方では，主体と客

体との弁証法的関係を内容としつつ，個人一集団（階級，階層，あるいは企業 ，

地域）一杜会全体あるいは国家という経済的主体の相互関係全体にそくして ，

たどっ ていかなげれぱたらないことをみてきたのであるが，わたくしは，その

いっ そう内在的な展開は，「経済的欲求」一ｒ経済的利害」の概念をより根底に

おいて包括する「領有Ａｎｅｉｇｎｕｎｇ」あるいは「所有Ｅｉｇｅｎｔｕｍ」の概念を基軸

にすえることによっ て可能とな っていく ，と考えるものである 。すでにふれた

ように，「経済的欲求」一「経済的利害」は，人問が自然にたいして働きかけ ，

物質的財貨と精神的財貨をわがものとする＝ 領有する過程において，目的意識

的に労働し，欲求を充足し，対自然 ・対杜会の制御をおこない自由を実現して

いくたかで，そのさいのモメソトとしてあらわれる 。「領有」あるいは「所有」

の概念を基礎にして，一方では，それを生産関係の体系にそくして，他方では，１

それを個人一集団一杜会全体あるいは国家という相互関係にそくして展開し ，

そのうえに「経済的欲求」一「経済的利害」の内容を具体化していこうとする方
　　　２２）
法である 。ここでは，わたくしがかつて『杜会主義的所有と価値論』のなかで

こころみようとしたものを，その結論的なところだけにかぎ ってまとめなおし
　　　　　　　　２３）
ておくことにしたい 。

　すなわち，上述の物質的代謝過程におげる財貨の「領有」，たによりも生産

手段と生産の結果 ・労働生産物にたいするｒ領有」にかんする人と人との関係

として本質的に観定されるｒ所有」の概念は，次のような二つの方向でその展

開がたどられていくということである 。ひとつは，生産関係の体系をつうじて

　　　　　　　　　　　　　　　　（３４３）
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のその実現形態である 。まず直接的生産過程においては，生産手段にたいする

領有がおこなわれる 。ここで，生産手段と労働力との結合をつうじての実現，

労働様式をつうじての実現が展開されていかたげれぱならないが，重要なのは ，

生産と労働の杜会化，杜会的な労働様式の発展（企業内分業および杜会内分業にお

ける）と所有の展開との相互関係であろう 。この直接的生産過程におげる生産

手段の実際の領有，実際の利用とかかわ ってｒ占有」という概念がうまれてく

る（「占有」とは，所有関係の総体のなかでの従属的た部分的な概念であ って，物質的

財貨の実際の利用と結びついた部分的な領有をあらわす）。 つづいてみるように，杜

会主義的企業の本質的な観定は，なによりもこのこととかかわ ってあたえられ

たげれぱならたいであろう 。また，この直接的生産過程における生産と労働の

杜会化，集団的緒合的労働の発展のなかで「管理」という概念がうまれてくる
。

つぎに分配と交換の過程においては，生産の結果 ・労働生産物にたいする領有

がおこなわれる 。ここで重要なのは，剰余生産物が領有される経済的彩態の分

析であり ，また，労働者が彼の生活手段，彼の生産物のうち彼がそれによっ て

生活する部分（労働元本）を領有する経済的形態の分析であ って，それらは生

産手段の所有のしかたによっ てきめられる 。さいこに消費の過程においては ，

労働生産物のうちの消費資料にたいする個人的領有がおこなわれる。もうひと

つは，このような生産関係の体系をつうじての展開を基礎においた，それと重

なりあ った杜会全体あるいは国家一企業（案団）一個人という経済的主体の相

互関係をつうじての展開である 。まず杜会全体あるいは国家の次元におげる杜

会的所有ということであり ，それは杜会主義における所有の本質的な揚定と重

なりあう 。生産手段の所有にかんしては，とのような企業も個人も平等の関係

におかれる 。つぎに企業の次元におげる占有ということであり ，一方での杜会

的所有ということと他方での資本主義からうげついだ母斑をのこした集団的結

合的労働様式ということとによっ て規定され，杜会主義段階におげる企業の相

対的な分立性にもとづく部分的な領有をあらわす。それは杜会的所有の直接的

生産過程をつうじての実現の彩態と重なりあう 。さいごに個人の次元における

個人的所有ということであり ，これは個人の労働能力の発展と欲求充足の発展

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４４）
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にそくしてたとられるであろう 。目１」者については，一方ではさきの杜会的な労

働様式に包接される労働として，他方では分配と交換の過程　消費の過程にお

ける労働能力の生産と再生産としてであり ，後者については，一方では分配と

交換の過程　消費の過程におげる欲求充足にかんして，他方ではなによりも生

産過程においてあらたに生みだされてくる欲求にかんしてである 。

　さて，このようた「領有」あるいは「所有」の概念の展開を基礎にして ，

「経済的利害」の内容が具体化されていくのである 。

　生産手段にたいする杜会的所有は，すべての集団（企業なと）と個人を生産

手段の所有にかんしては平等の関係におくが，このことは，杜会とみずからも

その構成員である企業あるいは個人との間に，生産手段の所有にかんする共通

の経済的利害をうみだす。杜会全体あるいは国家一企業（集団）一個人のそれ

ぞれをつうじて，そのよりふかい本質として全人民的利害＝ｒ普遍的利害」が

存在するのである 。たんに，杜会は企業あるいは個人からなりたっているから

という直接的な同一性だげではない。杜会全体の技術の進歩と生産の発展がな

げれぱ，企業の生産の発展も ，個人の労働能力の開発と労働の軽減ももたらさ

れないし，また，杜会全体の消費 フオソドの増大は，個人には直接分配されな

い杜会的消費 フオソドをつうじて直接的に，あるいは労働におうじて分配され

る賃金フオソドの総額をつうじて問接的に，個人の消費的欲求の充足にかかわ

りをもっ ているのである 。普遍的利害の具体的な内容のなかには，あとの６章

の国家の「計画化」機能のところで詳しく検討を加えるような次のようなもの

が含まれるであろう 。一つは，杜会的再生産の最適なつりあいとみとおしであ

る。 欲望のより完全な充足の点で，また，杜会的労働の生産性の増大の点で ，

国民経済全体のもっとも効率的な発展が達成されなげればならない。そのため

の， 消費と蓄積，国民経済蓄積率の観定，杜会的欲求の大きさ ・構造と生産の

大きさ ・構造とのつりあいの揚定，地域別構造の規定，労働の節約，科学技術

進歩，専門化と協業化などのみとおしの規定である 。このような長期的 ・構造

的な性格をもつもの以外にも，賃金と利潤，国民所得の再分配，通貨と信用 ，

国際収支など短期的 ・循環的な性格をもつものも含まれる 。二つは，生産の一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４５）
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般的諾条件＝杜会的　般生産手段（運輸 ・通信，用地 ・用水 ・公害防止施設，科学 ・

技術など）の維持と発展である 。三つは，消費（生活）の　般的諸条件＝杜会的

共同消費手段（共同住宅，生活環境施設，公教育施設，医療衛生施設，杜会福祉施設 ，

たど）の維持と発展である 。そして，これらの杜会的再生産過程や生産と消費

の一般的諸条件の維持と発展におげる人間の意識的な制御の実現，自由の実現，

ここに普遍的利害のなによりの内容がある ，と考えられるのである 。

　一方での杜会的所有と他方での資本主義からうげついだ母斑をのこした集団

的結合的労働様式との統一にもとつく企業の占有は，それぞれの企業を生産手

段の管理運用にかんしては不平等の関係におくが，このことは，経済的利害が

企業などの集団的利害＝「特殊的利害」としてもあらわれざるをえない客観的

根拠をうみだす。あとの７章の国家のｒ経済的指導」機能のところで詳しく検

討を加えるように，企業や地域という低い水準での狭い再生産の立場から，そ

の技術の進歩と生産の発展，あるいは集団的 ・個人的な消費的欲求の充足をも

っぱら追求しようとするところに，諸集団の特殊的利害がなりたつ。だが，こ

のような生産上およぴ消費（生活）上の基礎単位じたいの位置は，杜会的再生

産過程全体のなかでの杜会的連関，分業や協業たどの生産的連関や生産 ＝消費

的連関，あるいは　般的生産手段 ・消費手段の諾条件によっ て基本的には観定

されてくるものなのである 。そして，集団的な生産単位におげる人間の意識的

た制御の実現，自由の実現としての特殊的利害の内容は，この杜会的再生産過

程全体での生産的連関あるいは生産＝消費的連関との相互関係のなかでの，企

業や地域の自主性の発展と考えられるであろう
。

　杜会主義段階の個人的所有におげる本質的差異，すなわち一方での労働の不

平等と他方での欲求充足の不平等は，個人的利害＝「個別的利害」の客観的根

拠をあたえる 。あとの９章の国家のｒ労働と消費に対する規制」機能のところ

で詳しく検討を加えるように，労働能力と労働の発展におげる個人的利害の追

求は，具体的には，労働契約や職業選択，労働能力の開発，労働の地域的配分，

労働の諸条件などのかたちをつうじてあらわれる 。また，欲求と欲求充足の発

展におげる個人的利害の追求は，具体的には，消費財やサーヒスの量と質，貨

　　　　　　　　　　　　　　　　（３４６）
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幣量，杜会的消費 フオソドなどのかたちをつうじてあらわれる 。さらに，労働

と消費との相互連関におげる個人的利害の追求は，具体的には，たによりも賃

金のかたちをつうじてあらわれる 。いうまでもなく ，このような個人の労働能

力と労働の発展は，杜会的再生産過程や国民経済における生産の　般的諸条件

＝杜会的　般生産手段のありかた，およひ，企業におげる生産 ・労働諸条件の

ありかたによっ て観定され，また，個人の欲求と欲求充足の発展は，杜会的再

生産過程や国民経済におげる消費（生活）の　般的諸条件＝杜会的共同消費手

段のありかた，および，生産企業と商業機関とのあいだの生産＝消費的連関や

地域での生活諸条件のありかたによっ て規定されてくるものたのである 。そし

て， 個人の労働や消費におげる人問の意識的な制御の実現，自由の実現として

の個別的利害の内容は，この国民経済や企業 ・地域での生産や消費（生活）の

諾条件の形成や利用への主体的参加，自主的管理をともな った，労働契約や職

業選択の自由，労働能力の自由な全面的な発展，および，消費者選択の自由 ，

杜会的な欲求の発展と考えられるのである 。

　このように，全人民的利害＝「普遍的利害」と集団的利害＝「特殊的利害」と

個人的利害 ＝「個別的利害」は，それぞれの内容において相違する面，対立し

あう面と共通する面，統一される面をもつヒェラノレヒー的な構造をたしており ，

そしてその背後には生産手段にたいする杜会的所有，その企業による占有，個

人的所有というヒェラルヒー的な構造がよこたわ っているのである 。「経済的

メカニ ズム」の構造をあきらかにするさいには，その実現の彩式よりもまえに

その実体的内容のおさえが大切であ って，その杜会経済的な中身をあたえてく

れるのがこのようなｒ所有」一ｒ経済的利害」の概念の具体的展開であると考え

られるのである 。それが十分でないとき，どうしてもモデ ノレ論的な構造的展開

と機能的展開におちい っていかざるをえないように思われる 。

　〔３〕　「経済的利書」と土台一上部構造

　さて，問題は，このようた個人の「個別的利害」や集団のｒ特殊的利害」が ，

ほかたらぬ国家によっ て媒介され杜会全体の「普遍的利害」として彬成されて

　　　　　　　　　　　　　　　　（３４７）
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いくさいの特有のメカニ ズムについてである 。これまで，　「杜会全体あるいは

国家」という表現をつかってそれらを普遍的利害に等置してきたかぎりにおい

ては，上部構造としての国家がもつ特殊性はまだ全く問題とされていたか った

のである 。

　この間題への接近のしかたには，例えば前章でとりあげたｒ国家＝土台」説

とｒ国家＝上部構造」説とをみても ，そのあいだにかなりの相違がみられるの

である 。「国家＝土台」説のエリョーミソらは，杜会主義のもとでの国家が ，

「政治的機能を維持しつつ」もｒ政治的国家の役割の減少」　「国家の上部構造

的側面の役割の減少」ということによっ て， 「すでに生産のうえに立つもので

はない」　「すでに外的な力ではたくな っている」という「その本質が変化した

新しい特徴」をもつことを強調する 。そして，杜会化された生産過程の機能化

の組織としての「非政治的（経済的）国家」の思義だげがもっ ぱらとりあげら

れていく 。国家の経済的管理の機能は，原則的に企業の管理機関の役割と変わ

るところがない，ということにもなる 。だから，もともとそこには，上部構造

としての国家による媒介の特有たメカニスムについては，そう鮮明な問題意識

がなか ったのである 。彼らは，方法論的にみても，杜会主義国家と経済の相互

関係の問題に対しては，国家論の方から接近すべきではなく ，杜会主義経済の

本質の方を基礎におくべきである ，と力説している 。これにたいして，　「国家

＝上部構造」説のクロソロードは，一方での「国民経済的規模で統合化される

杜会的生産過程の経済的内容」と他方での「それが実現される上部構造的形

態」，「国家的移態」ｒ政治的 ・権力的形態」とは，峻別しなげればならたいこ

とを強調する 。杜会主義段階において，　「労働の階級的，杜会的非等質性」が

残らざるをえたいかぎり ，杜会的管理の機能の実現には国家の権力と強制をと

もなわざるをえたい，として「杜会的管理の経済的 ＝国家的 ヒエラノレヒー」と

個々の直接的生産者とのあいだの対立と統一をふくんだ相互関係がとかれる 。

そして，　「杜会的生産過程の権力，杜会的分業の組織と鏡律の客観的 ヒエラル

ヒーへの生産者の従属と生産者に保証される経済的自由とのあいだの弁証法的

統一が，経済関係の杜会主義的民主主義の本質，内容をかたちづくり」，生産
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者が，たんに労働過程に参加するだげでなく ，労働過程そのものの管理（企業

のレベルから国家全体のレベルにいたるまでのあらゆる段階で）にも参加していくぼ

あいに，　「個人の真の経済的白由」が達成されていく ，とされる 。上部構造と

しての国家による媒介の特有なメカニ ズムが，権力，強制，従属，参加，自由 ，

民主主義なとの諸概念によっ て展開されようとしていたのである 。また，おな

じくｒ国家＝上部構造」説のザガイノフも，杜会主義のもとでは政治的上部構

造と経済的土台との緊密な接近がおこるが，け っして融合するわげではなく ，

両者のあいだの相互連関の新しい形態がうまれる ，としてその特有なメカニ ズ

ムが分析されようとしたのである 。なによりも ，第１は，政治と経済の連結環

としての国家のｒ経済政策」であり ，そのたかに支配階級の物質的利害とその

他の階級 ・階層の利害に対するその関係が集中的に表現されていく 。第２は ，

経済政策の具体的実践化としてのｒ国家の経済的機能の組織的形態，国民経済

の指導と管理の国家的機関のシステム」であり ，そのなかで，国家的管理（代

表機関と執行 ・管理機関との相互関係の間題をふくんだ）とそのシステムにおける企

業の管理（企業の管理部は，一方で，杜会主義的企業の不可分の構造的部分であり ，そ

の労働集団の不可分のエレメソトであるという側面では，その労働集団や個々の成員の

利害とかかわり ，生産関徐の主体としての質をもつが，他方で，国家的管理のメカニ ズ

ムの不可分の環であるという側面では，国家の利害とかかわり ，上蔀梅岳的関係のにな

い手の役割をもつ）の位置づげが分析されていく 。第３は，「国家の経済的活動

の法的彩態」であり ，第４は，　「経済に対する国家的作用の方法」であるが ，

後者はほぼ狭義の「経済的メヵニ ズム」（５章参照）の内容に照応する 。そして ，

さいごには，経済政策や国家的な指導 ・管理が人民の具体的な欲求や利害認識

水準と乖離する ，という問題にまでふれられるのである 。

　わたくしは，まえにも書いたように，　「杜会主義的民主主義の再生」の課題

意識にた って，上部構造としての国家による媒介の特有なメカニ ズムの間題に

接近しようとするとき，基本的には「国家＝上部構造」説のような立場での展

開により積極的な意義を認めるものである 。もっとも ，そのうえにた って，国

家の経済への介入のメカニ ズムを，　「国家：土台」説での成果をも利用しなが

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４９）
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ら， 経済学の領域においてできるだげ構造的にまた機能的に具体化していこう

とするものたのであるが 。

　〔４〕　国家による「普遍的利害」の媒介

　それで，はじめに，上部構造論としての国家論の方からの接近によっ て， 国

家を媒介とする「普遍的利害」の形成のメヵニスムを，　般的な枠組みとして

確認しておくことにしたい 。

　以下は，この問題にかんしておそらくはもっとも体系的な展開をこころみら

れている藤田勇教授の諸成果を，わたくしなりにまとめさせていただいたもの
　　２４）

である 。

　〔１〕　まず，階級意思の形成過程　　特定の杜会集団である階級の共通利害

の実毘のための，目的設定とそれにそくした行動制御を内容とするこの集団の

共通意思の捗成過程がとかれたげれほならたい。その共通利害 ・意思は，それ

ぞれの階級を構成する諸個人，諸集団の特殊な利害 ・意思を制御する観範的な

ものとしてあらわれる 。このようた特殊た利害 ・意思の対立を調整しつつ，そ

の階級の主導的 ・支配的グノレープの利害 ・意思を観準として階級意思を成型す

るうえで，重要な役割を果たすのが諸団体（資本家団体，労働組合，たど）であり ，

なかんずく決定的な意義をもつのが政党である 。政党は，支配階級の階級意思

の形成過程を完成させ，その国家意思への転化をうながす。それぞれの階級の

内部において対立する諸集団のうち，どの部分がその階級の意思彩成にとっ て

主導的た地位を占めるかは，内容帥こはその階級の生存諸条件によっ て揚定さ

れる 。　般的にいえは，資本家階級のはあい，それぞれの発展段階におげる再

生産構造全体にとっ て基軸的位置を占める産業部門の大観模資本家クノレーブの

特殊な利害 ・意思であろう 。ここには，階級 ・階層の特殊な利害 ・意思と産

業・ 企業次元での特殊な利害 ・意思との相互関係，それらを媒介する諸団体や

政党との相互関係の間題があらわれる 。もちろん，階級の経済的な支配という

ことと政治的な支配ということとのズレや，支配階級の階級意志の形成が被支

配階級との階級対抗のなかでおこなわれていくことなどを，考慮にいれておか
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なければならないが 。

　〔２〕つぎに，階級意思の国家意思への転化過程　　うえのことが，階級

（とくに対自的な階級）の移成と国家の成立の過程にそくして展開される 。そのさ

い， 物質的生産関係（所有＝搾取関係）の再生産＝拡大再生産をつうじて彩成さ

れる階級的支配＝従属関係の全杜会的規模での編成ということが基本的前提と

される 。この杜会的編成は，つぎの諸契機をつうじて特殊政治的性格（対自的

た階級対階級の関係としての性格）を獲得する 。ひとつは，普遍的な杜会的強制力

をもつかたちでの支配をめぐる目的意識的行動（それらの相互作用）をつうじて ，

政治的諾関係 ・諸過程が形成されること ，もうひとつは，政治的諸関係のいわ

は結節点として，政治的諸組織が形成されること 。こうして，階級的支配＝従

属関係の杜会的編成は，杜会の政治的編成を基礎づげ，かつそれによっ て媒介

される 。杜会の政治的編成において決定的地位を占めるものは，支配階級の独

裁のシステム（国家装置，政党，独占諸団体，右翼的諸団体）であり ，この独裁の

システムの基本環をなすものが国家装置：機構である 。国家装置は，代表制機

関， 官僚機構，警察機構，裁判 ・行刑機構，軍事機構，諜報機関等からなるが ，

結局のところ支配＝管理業務に職業的に専従する特殊の組織された人問集団 ，

物理的強制力を独占する武装した人間集団にほかならない 。

　〔３〕国家概念には，さらに，この物理的強制力を集中する特殊な組織され

た人問集団が公的権力としてあらわれる杜会的論理が表示されている 。一杜会

において再生産過程が維持されるためには，人びとの生産活動を統合する杜会

的機構，もしくは，「秩序」の枠（エソゲノレス）が保持されたけれはたらない 。

無階級杜会では，このための「杜会的力」は，事実上，直接的に全杜会を代表

するものによっ て担われる 。階級分裂のもとでは，事実上はこの「杜会的力」

は生産機構において支配する階級の権力 ＝特殊な杜会的権力とならざるをえな

いが，この権力の維持しようとする生産機構＝階級関係の全杜会的編成はまさ

に当該杜会の「秩序」の枠そのものにほかたらず，したが って，特定の階級の

組織にすぎないものでありながら，そのままｒ秩序」の枠の保持者としてあた

かも「杜会の上に立つ」公的権力としてあらわれざるをえない。つまり ，事実
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上全杜会を代表するｒ杜会的力」が存在しえない以上，「外見上」杜会を代表

するものがあらわれざるをえない。そして，「外見上」杜会の上に立つ公的権

力としてあらわれることは，必然的にその階級の支配する関係の全編成をこそ

緯持することにならざるをえない。資本主義杜会においては，この杜会的論理

が特殊歴史的な規定をあたえられ，公的権力の存立は，私的なものと公的なも

のとの分裂を，市民杜会と政治的国家の二元論を前提としている 。すなわち ，

一方では，この杜会が特殊的利害の担い手である私的所有者 ＝商品所有者諸個

人に分裂していて，その結果この商品所有者の交渉の世界としての市民杜会か

ら分離 ・独立してこの杜会の外に立つｒ普遍的利害」の担い手が形成される
。

だが，他方では，それは，この市民杜会がじつは資本家的領有の法則によっ て

特殊の階級利害を担う敵対的な諸階級に分裂し，杜会の成員の一部分であると

ころの資本家階級が公的権力の領有をつうじて杜会の他の成員（労働者階級）を

自已の特殊利害（階級利害）のもとに従属させる（階級的支配）という構造が成

り立 っていることに起因する 。ここで重要なのは，特殊利害の分化を目１』提とす

る「普遍的利害」の自立化，その担い手としての公的権力の杜会からの自立化

の論理と公的権力による階級支配の論理との結合である 。特殊な杜会的権力で

ある国家は，このような「秩序」（階級的支配＝従属関係の杜会的編成）の維持の

ために・そしてそのかぎりでのみ，この維持機能の一環として「共同的 ＝杜会

的機能」を果たす（道路 ・水利事業，衛生事業，教育事業，貨幣の鋳造 ・発行等の経

済的機能，支配階級の成員をもふくむ諸個人による秩序侵害の排除，等）。 以上のこと

は・ 支配階級が公的権力としての国家をつうじて自らの存在条件（いいかえれば

階級的支配＝従属関係の杜会的編成およびこれを生みだす物質的生産関係）を普遍化す

ることを意味する 。このはあい，被支配階級の側にも ，その存在条件（同一の

関係の杜会的編成）を普遍化する（前者の普遍化を受容する）イテオ ロギーが生産

されることに注意しなげれぱならない（反体制イデォ ロギーの生産とたらんで）。 こ

れらのからみあいの過程が「幻想的共同体」を成立せしめる
。

　〔４〕現代資本主義のもとでは，生産の杜会化の発展と再生産 ・資本蓄積の

危機・階級矛盾の激化が，国家の「介入主義」のシステム をうみだす。それが
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現代国家における公共的機能，「共同事務遂行」機能の肥大化というかたちを

とっ て現われることは，　「全般的危機」に対応して再編された独占資本主義も

しくは帝国主義の特殊の運動形態によっ て規定されたものである 。また，現代

国家の「相対的自律性」の間題についても ，それを規定する要因として，ひと

つは，支配階級であるブノレジ ョァジーの特殊の内部編成とその矛盾，すなわち ，

独占ブルジ ョァジーと非独占ブルジ ョアジーとの問の利害の対立，個別独占 ，

独占グノレープ相互問の利害の対立のなかで，ブノレジ ヨアジーの利害を「総括」

できる唯一のセソターとしての国家装置に「行動選択範囲の幅」が必要とされ

てくること ，もうひとつは，フルソヨ ァシーと労働者階級との階級闘争の圧力

であり ，国家が労働者階級の「体制内化」政策をますます推進せざるをえなく

なり ，このことが国家装置の独占ブノレジ ョアジーの要求にたいする相対的に自

律的な行動選択を必要ならしめること ，があげられる 。

　〔５〕官僚制の間題は，国家によるｒ普遍的利害」の彩成，公的機能が管理

に専従する人問集団によっ て独占され，ｒ普遍的利害」の白立化とともに，管

理も自立化し管理専従者も白立化する ，というところからうみだされてくる 。

そこでの官僚支配は，ｒ幻想的共同性」をつうずる特殊的 ＝階級的諸利害の貫

徹のメカニ ズムであり ，階級支配を媒介する形態もしくはそれの補完彩態とし

て成立するものである 。それは，公的権力の具体的な組織形態にそくしては ，

国家装置のなかでの代表制機関に対する執行＝行政機構の白立化というかたち

であらわれる 。

　つづいて，おなじく藤田教授の展開にもとづきながら，杜会主義の国家論に

ついても整理をさせていただくことにしたい 。

　〔１〕杜会主義のもとで，労働者と農民とい った階級の分化，イソテリゲソ

チャとよはれる階層の分化，あるいは肉体的労働と精神的労働，熟練労働と非

熟練労働，工業部門の労働とサ ービス部門の労働などの労働の性格の相違によ

る杜会的集団の分化が残るかぎり ，それぞれには特殊的利害がうまれざるをえ

ない。ここには，諸個人，個別的生産単位（企業），個別的生産部門の利害がか

らみあ っている 。こうした利害の分化を基盤として，普遍的利害の一定の自立
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化が生じる 。杜会主義杜会では，共同的労働＝領有関係を基礎とする共同的利

害が実在的たものとして彩成されており ，普遍的利害と特殊的利害とは敵対的

た関係にはたっていたい。しかし，両者のあいだには一定の矛盾があり ，その

かぎりで後者が前者から分離し，削者に対抗しつつ相対的に自立化することは

さげがたい。公的権力はこの普遍的利害の自立化を基盤として「特殊な」公的

権力とた っており ，普遍的利害に特殊的利害を従属させる力としてあらわれる 。

国家機関はこの特殊た公的権力の担い手である 。この普遍的利害の内実を事実

上規定しているものは，全杜会的観模での共同的労働＝領有関係の発展の方向

に客観的に即応する労働者階級のしかも直接的生産過程を担うその中核部分の

利害である ，といえよう 。

　〔２〕　 この特殊た公的権力の歴史的 ・杜会的性格は，「プ ロレタリアートの

ディクタトゥーラ」という概念によっ てあらわされるものにほかたらず，これ

が杜会主義の国家の階級的本質をなす。それは，人口の圧倒的多数者を構成す

る勤労諸階級 ・諾階層を統合して，旧杜会の諾勢力の低抗を排しつつ杜会の杜

会主義的変革を遂行する労働者階級の政治的ヘゲモニーである 。それは，階級

的存在そのものの廃絶，したがってまた固有の意味での政治権力の消滅，つま

りは労働者階級の政治的ヘゲモニーそのものの揚棄をその帰結とするものであ

り， 「生産者たちの自由な協同杜会」，全杜会的自治（自主管理）の実現をもた

らすものである 。それは，資本家的領有様式の支配への逆転を抑止するという

かぎりで杜会的強力を担うが，新たな共産主義的生産様式の創出 ・発展，階級

的存在の揚棄，杜会の胎内への国家の再吸収の過程を組織するというかぎりで

は本来的に深く人民の自治（自主管理）的性格を蔵したものであり ，「半国家」

「死滅しつつある国家」というべきものである 。この国家の内的捗態＝構成原

理は，杜会主義的またはブ ロレタリァ的民主主義とよぶことができる 。それは ，

一方で，杜会主義変革におげる階級的対立の構造のなかでの政治的支配の論理

（国民の圧倒的多数者の支配）をさすものであるが，他方で，　「支配階級として組

織されたプ ロレタリアート」の内部的編成のあり方を，そしてまた，労働者階

級のヘゲモニーのもとでの人民的連合の内部編成のあり方を示すものである 。
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つまり ，構成諸部分，諸個体の現実的平等の発展を前提とし，それらの自立性

と直接的イニシヤティヴを基礎とした，階級的 ・人民的な結合 ・統一という組

織原理である 。この特殊な政治権力が，どのような具体的捗態で構成され，ど

のようた具体的な発現形態をとるか，そこにどのような具体的政治形態が移成

されるかは，そのときときの歴史的条件に依存する 。コミューソ型あるいはソ

ヒエト型，東欧諸国の人民的議会制型，発達した資本主義諸国で考えられてい

る人民的議会制型など，さまざまな彩態がありうるし，さらに同一の型として

総括されうるものについても，その具体的形態，政党制，選挙制度，市民的権

利のあり方，権力統合のあり方などは，きわめて多様でありうる 。

　〔３〕杜会の普遍的利害は杜会成員の共通意志ないし　般意思の形成をつう

じて表現されることになるが，その形成はふつう第一次的にはそれぞれの杜会

集団の組織をルートとしておこなわれる（労働組合やｒ労働集団」，コノレホーズや

コノレホーズ評議会 システム，その他職能別の杜会団体，など）。 　しかし，これらをつ

うじて彩成 ・実現される特殊意思を　般意思＝公的意思捗成にリソクするため

には，この媒介機能を固有の存立基礎とする政治集団が必要となり ，これが政

党といわれるものである 。（一党制のばあい，次のような独特の間題がうまれてくる

可能性が強い。ひとつは，特殊利害の分化した段階において形成される政治的 ・イデオ

ロギー 的諸潮流が変形した姿で党内諸潮流として現われる可能性の問題，他面，このこ

ととの対応で党の一体性を維持するために共産主義政党本来の内部規律とは異なる独特

の統制 システムがつくられたり ，異常な権威主義的 レジームがつくられたりする可能性

の問題。もうひとつは，一党自体の内部でさまざまの部分意思の統合 ・調整がおこなわ

れ， 事実上ｒ公的意志」形成がそこで完成する可能性，公的機関の場での公的意志形成

のプ ロセスカミまっ たく形騒化してしまう可能性，ここから党と国家との癒着，党による

国家の代位という現象がうまれてくる可能性の問題である 。）

　〔４〕公的権力 ＝国家の組織形態の問題について，杜会成員の共同利害を表

現しそれらの共通意思を形成する機関を組織する方法 ・形態としては，すくた

くとも高度に発達した複雑な生産組織をもつ杜会を前提とするかぎり ，代表民

主制が不可欠である 。それにかかわ ってくるものとして，ひとつは，代表機関
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の構成原理の間題がある 。階級代表制と人民代表制の相互関係の問題，地域代

表あるいは職能代表の要素の間題，代表選出制度におげる侯補者推せん制度と

競争の契機の間題，ナンヨ ナノレ な機関とローカノレな機関の相互関係の問題，民

主主義的中央集権制と地域の革命的自治の相互関係の間題，などである 。もう

ひとつは，代表制機関が杜会の管理において実際にどのような地位を占めるか

という問題がある 。これについては，選挙によっ て選はれた代議員によっ て構

成される代表制機関が国 ・地域の最高の意思決定機関であるという原理か，そ

の決定の過程においてもまたその執行の過程においても，他の行政機関や裁判

機関との相互関係において実際につらぬかれているかとうかが問題とたる 。

　〔５〕杜会主義のもとでのｒ官僚制」の間題は公的権カの組織形態にそくし

ては，代表制機関に対する執行＝行政機関の自立化というかたちであらわれる 。

個別的利害や特殊的利害の分化を基盤とした普遍的利害の一定の自立化にとも

たっ て， ｒ管理」もｒ専門的」に普遍的利害を担う活動とな って自立化し，管

理専従者も排他的に普遍的利害の代理人として現われ自立化する 。そして，彼

らはこの自立化した「管理」を自分たちの「特殊利害」とするようになる 。こ

のようた構造のもとでは，「管理」の実現のために，人びとは自らの「杜会的

た力」を「政治的な力」として分離せざるをえたいのであるが，管理専従者が

この「政治的な力」の直接的な占有者となる 。もっとも，階級杜会とは異な っ

て， 共同的労働＝領有関係が支配的である杜会では，普遍的利害はすでに実在

的な共同的関係によっ て規定されており ，管理活動専従者は基本的にはこの共

同的関係の主体に従属している 。「自立性」の論理や普遍的利害の「特殊利害」

化の論理は，その枠内でこれを制約する要素なのである 。ｒ官僚制」は未成熟

の共産主義的杜会関係の内在的矛盾の表現であり ，それゆえ，ｒ官僚制」の構

造そのものの変革のたたかいは杜会主義の発展の不可欠のモメソトとたる 。そ

のたたかいは，それの揚棄の杜会的基盤が完熟しないあいだでも ，さまざまな

形態をとっ て展開されうる 。それには，代表機関による執行＝行政機関の活動

の統制とい ったいわば上からの抑えこみの形態，あるいは，執行＝行政機関の

活動に対する下からの統制 ・監督の形態，などがあげられよう 。また・「官僚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３５６）
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制」をいわぼ内側からほりくずしていく方向，杜会的自治（自主管理）の形態

を具体的につくりだしていく努力も必要である 。たとえぼ，職場や企業の労働

者評議会あるいは地域 コミューソ評議会が直接的に管理の最高機関となる形態 ，

国家機関の機能を自発的杜会団体に漸次引き渡していくという彬態，労働者 ・

職員あるいは市民が自発性の原則で無償で管理機構の別格のメソバーとして活

動する形態など，できるだげ多くの人びとが交替で公共の事項の管理業務を引

き受げ，これが一部の専門家の職業として固定する構造を部分的にほりくずし
　　　　　　　２５）
ていく方向である 。

　〔５〕　「普遍的利害」と国家　　構造的な展開

　さて，以上のような上部構造論としての国家論の方からの整理によっ て， 国

家を媒介とする「普遍的利害」の形成のメヵニ ズムには，ｒ経済的利害」を基

礎としつつも独自の階級的性格あるいは政治的性格をもっ たその「自立化」の

間題が生じうる ，ということがわかるであろう 。そこで，この間題をもふまえ

て， 本早でのこれまでの検討をもう一度ここで総括しなおしておきたい 。

　はじめに，「経済的欲求」「経済的利害」の内容を，第１には，欲求そのもの

の杜会自体から生まれるたえず拡大し豊かにた っていく欲求への発展というこ

とにおいて，第２には，労働 ・生産におげる人問的諸力のより自由な全面的な

発達ということにおいて，第３には，意識的な制御の実現，自由の実現という

ことにおいて，たどろうとした 。

　そのうえで，「領有」「所有」概念を基礎におきながら，その構造的な展開を

はかろうとした。すなわち，一方では，生産関係の体系にそくして，杜会主義

におげる所有の本質的な規定としての杜会的所有　　その直接的生産過程をつ

うじ。ての実現としての生産手段の実際の領有，実際の利用　　分配と交換の過

程， および消費の過程における労働生産物にたいする領有，からなる相互関係

の展開である 。これと重なりあいながら，他方では，経済的主体にそくして ，

杜会全体あるいは国家の次元における杜会的所有　　企業の次元における占有

　　個人の次元におげる個人的所有，からなる相互関係が展開されてい った 。
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　このようたなかから，　「経済的利害」の内容がい っそう具体化してあたえら

れてきたのである 。生産手段の杜会的所有にかかわるすべての集団と個人の平

等の関係によっ てうみだされてくる共通の全人民的利害＝「普遍的利害」につ

いて　　杜会的再生産過程の欲求 ・消費と労働 ・生産とのあいだの最適たつり

あいとみとおし，生産の　般的諸条件＝杜会的　般生産手段および消費（生活）

の　般的諸条件＝杜会的共同消費手段の維持と発展，そして，これらに対する

人間主体の意識的た制御の実現，自由の実現。生産手段の占有，管理運用にか

かわる企業なとの不平等の関係によっ てうみだされてくる集団的利害＝「特殊

的利害」について　　企業や地域という低い水準での狭い再生産の立場からの ，

技術の進歩と生産の発展，あるいは集団的 ・個人的た消費的欲求の充足の追求 ，

そして，制御におげる自由，つまり企業や地域の自主性の発展。個人的所有に

かかわる労働や欲求充足におげる差異，不平等によっ てうみだされてくる個人

的利害＝「個別的利害」について　　労働契約や職業選択，労働能力の開発 ，

労働の地域的配分，労働の諸条件などのかたちをつうじてあらわれる個人の労

働能力と労働の発展，消費財やサービスの量と質，貨幣量，杜会的消費 フオソ

ドなどのかたちをつうじてあらわれる個人の欲求と欲求充足におげる発展，た

によりも賃金のかたちをつうじてあらわれる労働と消費との相互連関におげる

発展，そして，国民経済や企業 ・地域での生産や消費（生活）の諾条件の形成

や利用への主体的参加，自主的管理をともな った，労働契約や職業選択の自由

の発展，および，消費者選択の自由の発展。これらの杜会全体あるいは国家の

「普遍的利害」と集団のｒ特殊的利害」と個人の「個別的利害」は，それぞれ

の内容において相違する面，対立しあう面と相互に規定しあう面，統一される

面をもつヒエラノレヒー的な構造をかたちづくる 。

　さらに，いま，上部構造としての国家の特有な媒介のメカニ ズムをへること

によっ て， 「普遍的利害」の砂成が独自の「自立化」の遇程をたどることにな

るのである 。すたわち，まず，それぞれの階級を構成する諸個人 ・諸集団の個

別的た ・特殊的な利害 ・意思から，その階級にとっ ての共通汰利害 ・意思が移

成されてくる過程である。そのさい，重要な役割を果たすのが杜会的諾団体
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（資本家団体，労働組合，など）であり ，なかんずく決定的た意義をもつのが政党

である 。そこでは，それぞれの階級の内部におげる利害 ・意思の相互関係，産

業・ 企業次元での特殊た利害 ・意思との相互関係なとによっ て， 経済的利害と

階級の共通な利害 ・意思とのあいだにはあるズレが生じうる 。つぎに，階級意

思の国家意思への転化の過程である 。そこでは，階級的支配＝従属関係の全杜

会的観模での編成ということが問題となり ，普遍的な杜会的強制力をもつかた

ちでの支配をめぐる目的意識的行動をつうじて政治的諸関係 ・諸過程が彩成さ

れること ，政治的諾組織が彩成されることによっ て， 特殊政治的性格（対自的

な階級対階級の関係としての性格）をおびるようになる 。さらに，国家装置（支配

＝管理業務に職業的に専従する特殊の組織された人問集団，物理的強制力を独占する武

装した人間集団）が「外見上」杜会を代表する ，杜会の上にたつ公的権力として

あらわれ，その自立化，したが ってまたｒ普遍的利害」の自立化がおこる 。く

わえて，管理の自立化，管理専従者の自立化，官僚制の間題がある 。杜会主義

のもとでも ，さきにみたような一定の相対的な「自立化」の過程をへるなかで ，

国家を媒介とするｒ普遍的利害」の形成が，人民の真の欲求や利害の内容とは

乖離していく可能性がうまれてくるのである 。

　〔６〕　「経済的利害」と国家　　発展過程的な展開

　以上のような，「経済的利害」と国家の相互関係についての構造的な展開を

基礎におげぱ，杜会主義のもとでのその発展過程的な展開にかんしては，次の

ようなその基本方向の枠組みがあたえられてくるであろう 。それは，一方から

は， 「経済的欲求」「経済的利害」の発展，そのなかで「特殊的利害」や「個別

的利害」の特有な分化の実体的基礎が消滅していくという方向であり ，他方か

らは，国家の媒介による「普遍的利害」のｒ自立化」の特有たメカニスムが揚

棄されていくという方向である 。

　「経済的欲求」　「経済的利害」の内容的た発展をもたらす物質的基礎は，す

でに２章でもふれたように，なによりも生産の杜会化および生活の杜会化の発

展であろう 。国民経済のレヘルにおいては，工業と農業，重工業と軽工業など
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４０　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３３巻 ・第３号）

部門問構造の調和的な発展，生産と消費 ・欲求との連関，生産と科学技術進歩 ，

自然環境との連関，生産といわゆる杜会的諾問題（都市と農村との接近，精神的

労働と肉体的労働との差異の除去，非生産部面の発展，生活水準の向上，教育問題や住

宅問題）との連関たどの杜会的連関のい っそうのひろがりとふかまり ，杜会的

再生産過程の杜会化と統合化がすすむ。また，杜会的　般生産手段や杜会的共

同消費手段の比重が増大する 。企業や地域のレベノレにおいては，生産単位のい

っそうの専門化 ・個別化にともな って（ｒ製品別専門化」一ｒ部品別専門化」一ｒ技術

工程専門化」），それにもとづく生産単位と生産単位とのあいだのより高い協業

化・ 統合化＝ｒ生産的連関」が杜会的に発展し，また，生産単位と流通や消費

の諾機関とのあいだのより高い協業化 ・統合化 ＝「生産一消費的連関」や生活

をめぐる地域でのあたらしい協同化が杜会的に発展する 。このような生産 ・生

活過程におげる杜会的連関，杜会的統合化の発展は，それにはいる生産単位や

消費機関の分業化 ・専門化にもとづく構造的分化 ・機能的分化をともなうもの

であり ，それはそれぞれの分立性（自立性 ｏ６ｏｃｏ６刀ｅＨＨ０ｃＴｂ）の一定の変化をひ

きおこしていくものとなる 。個人の労働や消費のレベルにおいては，国民経済

や企業におげる生産 ・労働諸条件の向上と杜会的たつりあいのとれた均等的発

展がもたらされていくなかで，労働の格差の解消，その均等化 ・平等化がすす

んでいくということであり ，また，全体としての消費財やサービスの量的 ・質

的な豊富化，杜会的共同消費手段の向上とつりあいのとれた均等化，企業や地

域におげる均等的で多様なｒ生産一消費的連関」の発展がもたらされていくな

かで，欲求充足の格差の解消がすすんでいくということである 。

　このような生産と生活の杜会化の発展を物質的基礎として，それが「経済的

欲求」「経済的利害」の変化，「特殊的利害」や「個別的利害」の特有な分化の

実体的基礎の消減ということにつながっていくためには，さらに次のような論

点の積重ねが必要とされるであろう 。すたわち，うえのような企業や地域の分

立性（自立性）の変化を基礎としながら，それが，それぞれの経営的な自主性

の拡大とそれにもとづくそれぞれの問での直接的契約，直接的連関の発展にど

のようにつたが っていくか，ということである 。同様に，労働と消費の諸条件
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の向上と格差の解消を基礎としながら，それが，労働の選択と利用や労働能力

の養成に対する個人の個性にもとづいた決定の自由の増大，あるいは，個人の

消費者選択の自由の増大，および，国民経済や企業 ・地域における労働 ・生産

諸条件と消費 ・生活諸条件の移成と利用のありかたの決定に対する労働者 ・市

民の主体的た参加の発展にどのようにつたが っていくか，ということである 。

　　般的には，さきにもみたようなｒ経済的欲求」「経済的利害」の内容の次の

ような変化であるといえよう 。第１には，欲求そのものの杜会自体から生まれ

るたえず拡大Ｌ豊かにた っていく欲求への発展ということにおいて，欲求とそ

の充足が，ますます一方では多様た個性的なものとなり ，他方では杜会的たひ

ろカミりある連関をもつようにたる 。第２には，労働 ・生産におげる人問的諸力

のより自由た全面的た発達ということにおいて，一方での個性的た労働能力の

発展と他方での杜会的連帯の発展である 。第３には，目的の意識的た実現，自

由の実現ということにおいて，ますます一方では個性と自主性が発揮され，他

方ではそれにもとつく自覚的な連帯が強化されて，意識的な制御がなしとげら

れていくのである 。以下の諸章で，具体的に例えぼソ連におげる「経済的 メヵ

ニズム」の展開過程を検討していくさいに，「経済的欲求」ｒ経済的利害」の発

展を基底においた次のような段階にわげてみようとするのも，このような内容

にた ってのことである 。すなわち，杜会主義革命と１９３０年代のｒ工業化」ｒ集

団化」期におげる　　資本家階級と地主階級による搾取の廃絶，食と住，保育

・教育，医療，老後なと生活の基本的た権利の杜会的な保障，失業の一掃，最

低賃金制，労働時問の短縮，休暇など労働にかんする基本的な権利の杜会的た

保障，それに計画経済の達成，などである 。そして，現在，次のような新しい

段階へむげての飛躍が要誇されている　　い っそうの消費の改善，流通部面や

サービス都面でのたちおくれの克服，より質的に高度な欲求水準の充足の課題

にどうこたえていくか，現代の科学技術の発展にふさわしい熟練と技能の資格

向上，なかんずく精神的労働 ・管理労働と肉体的労働との統一 あるいは労働

能力におうじた職業選択の自由の課題にどうこたえていくか，これまでの過度

に中央集権的た性格の強い国家の影にかくれていた個人や集団の自主性を回復
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し， 人びとの「自由な自覚的な」連合にもとづく対自然 ・対杜会の意識的な制

　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
御をどのようにしてたしとげていくか 。

　他方で，国家の媒介による「普遍的利害」の「自立化」のメカニスムが揚棄

されていくという方剛こついては，削こよりも杜会主義の国家の階級的本質と

その構成原理＝杜会主義的民主主義の成熟がその内容をあたえてくれるであろ

う。 すなわち，「搾取者を抑圧する」という機能に対してｒ支配階級とＬて労

働者階級や勤労者階級を組織し指導していく」という機能が増大すること ，

「逆転を抑止するというかぎりで杜会的強力を担う」というモメソトに対して

「勤労諸階級 ・諸階層を統合する」というモメソトの比重がたかまること ，

「階級的対立の構造のたかでの政治的支配」の論理に対して「プ 肩レタリアー

トの内部編成のあり方，その現実的平等の発展を前提とした，自立性と直接的

イニシアチヴ，および，統合 ・統一」の論理が強まることである 。そして，階

級的存在そのものの廃絶，政治権力そのものの消減，杜会の胎内への国家の再

吸収がすすんで，しだいに「生産者たちの自由な協同杜会」，全杜会的自治

（自主管理）の関係が成熟していくという基本的な方向性，上からの国家の権力

の媒介による杜会的統合が，下からの個人や集団の自主性にもとづく直接的た

杜会的連関によっ て， とっ てかわられていくという基本的な方向性をもつもの
　　　　　　　　　　　　２７）
でなげればならないであろう 。

　つづく以下の諸章で検討を加えるように，杜会主義のもとでの「経済的メヵ

ニスム」と国家との相互関係の分析を，生産と生活の杜会化にもとつく杜会的

連関，杜会的統合化の発展のなかで，国家の位置と役割がその死滅の方向にむ

かっ てどのように変化していくか，一方では，国家の決定がますます基本的な

大枠のところ，戦略的拠点にかぎられてくるようになり ，かつ間接的な規制に

なっ ていく ，他方では，企業や地域のレベルにおいて，それぞれの自主性にも

とづく直接的連関（生産的連関および生産＝消費的連関）が下からつくりあげられ

ていく ，個人のレベルにおいて，労働や消費にかんする自由な選択が拡大し ，

また，各 レベルの生産と生活の諸条件の決定への自主的参加がすすんでいく ，

という双方の内容的な発展の収敏のなかでこれをたどっ ていこうとするのも ，
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以上のようた理由からにほかたらない 。

　なお，この国家と杜会との乖離の揚棄の過程にあ っては，それぞれの階級を

構成する諾個人，諸集団の特殊た利害 ・意思を共通な階級意思に形成し，また

それらを公的意思 二国家意志にリソクさせる杜会的諸集団（資本家団体，労働組

合たど，そしてなにょりも政党）の特別に重要な位置と役割の問題がある 。グラム

シも指摘するように，近代国家の基本的矛盾の止揚の過程，政治的 ・杜会的 ・

文化的諾関係の総体としての政治杜会の市民杜会への再吸収の過程においては ，

　コルポラテイーヴオ

「同業組合」（政党，公 ・ｒ私」の結杜，組合たど）の意識性，能動性が決定的であ

り， なかんずく政党が政治的指導およひ知的道徳的（文化的倫理的）指導におげ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
るそのようたヘゲモニーの質を獲得していなげれぱならないであろう 。しかし ，

この問題そのものはすでに「政治的 レジーム」にかかわるものであ って，本稿

ではそれらと「経済的 メヵニ ズム」との接点をあとの４章と９章でふれるだげ

にとどめざるをえない。ここでは，グラムシのいう杜会主義のもとでの「
‘‘

国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
家崇拝”を放置せずに

‘‘

市民杜会
’’

をさらに発達させたけれぼたらたい」とい

うことを，その経済的諸関係の側から内容づけてみようとするものである 。

　　１）拙著『杜会主義的所有と価値論』青木書店，１９７６年，第６章第２節３ ，参照 。

　　　主要な文献も列挙しておいた。利割こかんするその他の哲学 ・杜会学 ・政治学上

　　　の諸文献については，ロナルド ・Ｊ ・ヒル，菊井礼次訳ｒソ連の政治改革』法律

　　　文化杜，１９８４年，第５章 ・補論，にも紹介がある 。

　　 ２）　兄．Ａ．Ｋｐ０Ｈｐｏ凪，３ｏんｏ肋ｚ　ｌｚｏ力〃〃ｚ卿６鮒ｏ〃胱ｏんｏ〃〃片〃ｏｏ巧〃伽〃３〃ｏ，　 １９５６
，

　　　 ｃ５４５　たお，　トゥカリノフは，「人間の生物学的，心理学的およぴ杜会的本性

　　　から生ずる諸刺激は，諸欲求とよぱれている 。人問の諸欲求を充足させる ・また

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざソテレス
　　　は充足させうる ・諸客体にたいする，人間のもろもろの思考や感情の志向が利害

　　　（関心）とよぱれている」（ヴ ェ・ ぺ・ トゥガリノフ ，岩崎允胤訳『価値とはたに

　　　か一マノレクス主義の哲学的価値論一』大月書店，１９７９年，３０ぺ一ソ），と書いて

　　　いる 。　また，『経済学百科辞典』のｒ経済的利害」の項目を執筆しているクロソ

　　　 １コート（兄ＡＫｐ０ＨｐｏＡ）とモソヤイスコ ヴァ（ＨＢＭｏｘａ黄ｃＫ０Ｂａ）は，そ

　　　の冒頭で，「人々の経済活動の客観的な方向性というかたちをとっ た生産諸関係

　　　の現象であ って，そのなかには杜会的生産の体制におげる彼らの位置があらわさ

　　　れる 。経済的カテゴリーとしての経済的利害の本質を理解するうえで決定的意義

　　　をもつのは，経済活動の過程における生産関係の主体の積極的立場の客観的必然

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６３）



４４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３３巻 ・第３号）

　　性をそれがあらわす，ということである」（Ｆ朋ＢＨＨ自ｐｅＡａＫＴ０ｐＡ　Ｍ　ＰｙＭ朋叫ｅＢ
，

　　５〃ｏんｏ〃〃惚ｏ片ｏ刃　 ３ん巧〃片ノｏ〃６６〃刃一１７ｏ力〃〃〃惚ｏ杵ｏ刃　３片ｏんｏ〃〃児
，　 Ｔ０Ｍ　２．　１９７５

，

　　 ｃ． ４２ ．）

，と書いている 。

　３）ｎ０Ｔｐｅ６Ｈ０ｃＴｂ，Ｂｅｄｕｒｆｎ１ｓｓｅ を岩崎允胤氏は「欲求」と訳されているが（前掲

　　書），藤野渉氏は「必要 ・要求」と訳されている（『史的唯物論と倫理学』新目本

　　　出版杜，１９７２年）。

　４）　マルクス，エソゲルス『ドイツ ・イデオ ロギー』，マノレクスニエソゲノレス 全集 ，

　　　第３巻，大月書店，２３－２４ぺ 一ジ 。

　　５）　同上，２４べ一ジ 。

　　６）　 マノレクス『経済学批判要綱』第２分冊，大月書店，２３６ぺ 一ジ 。

　７）　 マルクスｒ資本論』，マルクス ニエソゲノレス 全集，第２３ａ 巻， 大月書店，２３４べ

　　　一ジ 。

　　８）　同上，２３４べ 一ジ 。

　　９）　 エソゲルス『反デ ューリソグ論』，マルクス ・エソゲルス全集，第２０巻，大月

　　　書店，２９１べ一ジ 。

　１０）　 マルクスｒゴータ綱領批判』，マルクス ・エソゲルス全集，第１９巻，大月書店 ，

　　２１ぺ一ジ 。

　１１）　 マノレクス ，ユソゲルス『共産党宣言』，マルクス ・エソゲルス全集，第４巻，

　　大月書店，４９６べ一ジ
。

　１２）　 マノレクス『資本論』，マルクス ニエソゲルス全集，第２３ａ 巻， 大月書店，２３４ぺ

　　　一ジ 。

　１３）　 トゥガリノフ ，岩崎允胤訳，前掲書，第１章，参照 。

　１４）　 マルクスｒ資本論』，マノレクス ・ニソゲルス全集，第２５ｂ巻，大月書店，１０５１

　　　ぺ 一ジ 。

　１５）　 マルクスｒゴータ綱領批判』，マノレクス ニエソゲノレス 全集，大月書店，第１９巻
，

　　２１べ 一ジ 。

　１６）　 マルクス『資本論』，マノレクス ニエソゲルス全集，第２５ｂ巻，大月書店，１０５１

　　　べ一ジ 。

　１７）　 マルクスｒ資本論』，マルクス ニエソゲノレス全集，第２３ａ 巻， 大月書店，２３５べ

　　　一ジ 。

　１８）　たとえぱ，藤野渉，前掲書，７６～７７ぺ一ジ 。

　１９）藤野渉，同上書 。

　２０）高田純ｒ価値論の基礎的諸問題」　（岩崎允胤編『価値と人問的自由』汐文杜 ，

　　　１９７９年）。 高田純「マノレクス主義価値論論争」，『唯物論研究』第８巻，１９８３年５

　　　月 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６４）



　　　　　　「杜会主義経済と国家」にかんする覚え書（中のユ）（芦田）　　　　　　　４５

２１）藤田勇ｒ法と経済の一般理論』目本評論杜，昭和４９年，７６ぺ 一ジ 。

２２）　たとえば，ｒ１．９．９
ｘｍ，Ｃｏ６ｏ〃６６洲ｏｏ〃６〃鮒ｏんｏ〃閉ｏｏ舳６舳〃印６脇〃〃

　ｏｏ桝ｏｌ〃３〃６．１９７２．あるいは，Ｈ．八．Ｋｏ刀ｅｃ０Ｂ，Ｃｏ岬ａ刀ＨｃＴ四ｅｃＫａ兄ｃｏ６ｃＴＢｅＨ －

　ＨＯｃＴｂ　Ｈ　ｅｅ　ｐｅａ刀Ｈ３ａ叫Ｈ兄Ｂ３ＫＯＨ０ＭＨＨｅｃＫＨｘ　ＨＨＴｅｐｅｃｂＩ　Ｂ　ｃＨｃＴｅＭｅ３Ｋ０ＨＯＭＨＨｅｃＫＨｘ

　０ＴＨ０ｍｅＨ嚇ｃｏ岬ａＨ３Ｍａ，１９７４，たどを参照 。

２３）拙著，前掲書，第６章参照 。

２４）　この節でのまとめは，藤田勇教授の次のようた著書 ・論文によらせていただい

　た。ｒ国家論の基礎的カテゴリー」，『現代と思想』第１８号，１９７４年１２月 。『法と経

　済の一般理論』目本評論杜，昭和４９年。『杜会主義における国家と民主主義』大

　月書店，１９７５年。「現代資本主義国家論」（『講座 ・現代資本主義国家』１ ，大月

　書店，１９８０年）。 『杜会主義杜会論』東京大学出版会，１９８０年
。

２５）杜会主義のもとでのｒ官僚制」については，他に，田口 富久治ｒ杜会主義と官

　僚制」（ｒ先進国革命と多元的杜会主義』大月書店，１９７９年），大江泰一郎ｒ杜会

　主義と官僚制」（ｒ講座 ・史的唯物論と現代』６ ，杜会主義，青木書店，１９７９年）
，

　などを参照 。

２６）バー口 の理論的枠組み全体については同意しえないところが多いが，ｒ代償を

　求める志向（ＫＯｍＰｅｎｓａｔｏｒｉｓｃｈｅ　Ｉｎｔｅｒｅｓｓｅｎ）」から「解放を求める志向（ｅｍａｎｚｉ－

　ｐａｔｏｒｉｓｃｈｅ　Ｉｎｔｅｒｅｓｓｅｎ）」への転化という二段階の普遍的解放のプ ログラムの内

　容には示唆をあたえられるものがある　（Ｒ ．バー口 ，永井清彦 ・村井高康訳『杜

　会主義の新たな展望』１ ，Ｉ ，岩波書店，１９８０年）。

２７）わたくしが，かつて，「国家権力の媒介による杜会的所有の確立の意義につい

　て，基本的たことをたしかめておく必要があろう 。杜会主義的所有のもとでは ，

　　『資本（生産手段）が生産者たちの所有に，とい ってももはや個々別々の生産者

　たちの私的所有としてのそれではなく ，結合された生産者である彼らの所有とし

　ての，直接的な杜会所有としての所有に，再転化する』（ｒ資本論』第三巻第二七

　章）。 すたわち，資本主義のもとで達成された個人の自立化と生産の杜会化にも

　　とづいて，結合された生産者として労働者階級が全体で（『杜会的た』という性

　格，契機），奪われていた生産手段を自分たちの手にとりもどす（ｒ直接的た』と

　いう性格，契機），のである 。ところが，杜会主義的所有は杜会主義革命によっ

　てつくりだされるものであり ，『プ ロレタリアートは国家権力を掌握し，生産手

　段をまずはじめには国家的所有に転化する』（エソゲルスｒ反デ ューリソグ論』）。

　だから，国家が存在する杜会主義段階におげる杜会的所有には，もともと ，労働

　者と生産手段とのｒ直接的な』結合という杜会主義的所有がもつ基本的吐梧が
，

　国家を媒介とする問接的た移態でしか実現されえないという矛盾があるのであ

　る。その矛盾を前向きに解決して，やがて国家の死滅をかちとっ ていく保証をあ

　　　　　　　　　　　　　　　　（３６５）



４６　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３３巻 ・第３号）

　　たえるものこそ，杜会主義のもとでの民主集中制の十全た機能ということであ っ

　　たといえよう 。もし，国家が『官僚主義』化し，生産手段の共同的所有の代行者

　　　としての国家が労働者から切り離されていくたらぱ，国家と労働者とのあいだの

　　新しい形態でのｒ疎外』現象といわれるものが生みだされていく危険性がある 。

　　ただ，このことから，杜会主義的所有の確立におげる国家権力による媒介の必然

　　性そのものを否定してしまっ てはならないであろうし……」（ｒ前衛』１９８３年４月

　　号，１６２べ一ジ）と書いたことに対して，副島種典氏が，「エソゲノレスは，芦田氏

　　が引用した言葉にすぐつづげて，つぎのように書いている 。『だがそうすること

　　によっ て， プロレタリアートは，プ ロレタリアートとしての自分自身を揚棄し ，

　　国家としての国家をも揚棄する 。　　国家が実際に全杜会の代表として現われる

　　最初の行為　　杜会の名において生産手段を掌握すること　　は，同時に，国家

　　が国家として行う最後の自主的な行為である』（マルクス ・エソゲノレス全集，第

　　２０巻，２８９ぺ 一ジ）。 生産手段の国家的所有への転化というエソゲルスの言葉は ，

　　このように，国家の死滅という彼の重大た考えと直接に結び付げて，その前段

　　で，『まずはじめには』として述べられているのである 。だからエソゲルスは ，

　　別の数個所では，『杜会による生産手段の掌握』と言っている 。それだげでたい 。

　　彼は，杜会が生産手段を掌握すると　　ここでは私たりにすこし言い換えてある

　　が　　『それら〔資本主義的生産関係に反逆するまでに成長した，近代の生産

　　力〕は，協同杜会に連合した生産者たちの手のなかで，悪魔のような支配者から

　　従順な召使に変えられうるのである』，と言 っている 。ここでは，マノレクスと同

　　様，『協同杜会に連合した生産者たち』が杜会的生産の主人としてとらえられて

　　いる 。マルクスをニソゲノレスによっ て補強し，杜会主義杜会においても ，『労働

　　主体』としての直接的生産者たちは，国家　　『杜会から生まれたがら杜会の上

　　に立つ』権力機構としての本来的国家　　を媒介としてでなげれは生産手段と結

　　び付きえないという芦田氏の見解は，ニソゲルス自身の言葉をよく検討すると ，

　　成り立たないのである」（『前衛』１９８３年５月号，１６６べ一ジ） ，と批判された。し

　　かし，これはまっ たくの誤読 ・誤解である 。わたくしの文章全体を正確に読んで

　　いただけれぱよくわかるように，わたくしもまた，国家の死減をかちとっ ていく

　　過程全体のたかでこれをとりあげているからである 。問題にな っているのは，そ

　　のｒまずはじ。めには」，資本主義的所有から杜会主義的所有への革命的転化には ，

　　プ ロレタリアートによる国家権力の掌握，国家権加こよる媒介が必要であるのか

　　たいのか，というところにある 。副島氏はこれを否定されるのであろうか。ただ

　　し，わたくしが「国家権加こよる媒介の必然性」と慎重に表現しているように ，

　　そこでうちたてられる杜会的所有のすべてが国家的移態のものである，などとい

　　 った秒態論の次元の問題として述べているのではたく ，プ ロレタリァートのデ ィ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６６）



　　　　　　「杜会主義経済と国家」にかんする覚え書（中の１）（芦田）　　　　　　　４７

　クタツーラという本質論の次元の問題として論じているのである 。だから，そこ

　での協同組合的形態のものでも ，自治体などの公的走愈のものでも ，およそ杜会

　主義的所有の確立には「国家権力による媒介」が必然的なのである。その必然性

　を言葉によっ て否定することでことがすむのではなく ，その国家（ｒ半国家」）の

　はらむ現実の矛盾を民主的に．解決していく過程，そしてそれを死滅にみちびいて

　いく過程の内容が問題なのである 。杜会主義的所有の確立におげる「国家権力に

　よる媒介」の必然性を認めるものを，すべて「国権主義」を主張するものとして

　しまうのは，ユーゴスラビアの諸論老ですらおよそ考えもしないことであ った

　（拙稿「杜会主義と所有論」，『講座 ・史的唯物論と現代』６ ，杜会主義，青木書店，

　１９７９年，８２－９２へ一ノ ，参照）。 「自主管理と杜会主義的　自主管理的民主主義の

　目的と意義は，なによりも ，勤労者白身が，杜会関係や人問の杜会的意識の発展

　において客観的に存在し，つねにくりかえし発生してくる矛盾を，できるだげ民

　主的に解決するという点にある」（カルデリ ，山崎洋 ・那美子訳『自主管理杜会

　主義と非同盟』大月書店，１９７８年，４ぺ一ジ）。

２８）たとえぱ，竹村英輔『グラムシの思想』青木書店，１９８０年，参照 。

２９）　同上書，１６３べ一ジ 。

（３６７）




